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 この試験は、群馬県下の商工会及び商工会連合会で「経営指導員研修生」として働く

人を選考する試験です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商工会とは】 

商工会は「商工会法」に基づいて設立された公益法人です。 

 

【目的と現状】 

商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一

般の福祉の増進に資することを目的に設置されています。 

現在は、全国で約１，６７９、群馬県で４３の商工会が設置されており、国・県・

市町村等の施策を活用して、小規模企業、中小企業の支援を実施しています。 

また、地域経済の活性化を図るため、各地域の課題に対応した様々な活動を行って

います。 

 

【商工会の主な３つの事業】 

①「経営改善普及事業」 

地域商工業者の経営上の様々な問題（税務・金融・労務・記帳・経営全般等）につ

いて支援業務を行う事業です。 

②「地域総合振興事業」 

むらおこし・街づくり事業、大型店対策、商店街再開発、地域振興等を通じて、

地域経済の振興発展を図りながら地域社会全体の活性化に寄与していく事業です。 

③「社会一般の福祉の増進に資するための事業」 

地域住民のコミュニティ活動の支援、伝統文化保存のための各種イベントの開催、

講演会の開催、地域の美化運動や各種福祉事業等があります。 

 

【経営指導員研修生とは】 

経営指導員研修生は、原則として２年間良好な成績で勤務した後に、経営指導員と 

なります。 

経営指導員は、地区内における小規模事業者の経営及び技術の改善発達を図るため、 

税務・金融・労務・記帳・経営全般、補助金申請など事業者へ伴走型支援を行います。 

また、地域経済発展の為の計画を策定し実行すると共に、地域産業の振興に必要な 

イベント業務等も行います。 

 

 



2 

平成２９年度 群馬県商工会連合会「経営指導員研修生」採用資格試験実施要領 

 

群馬県商工会連合会 

人事管理委員会 

 

群馬県内の商工会または群馬県商工会連合会で勤務する経営指導員研修生の採用資格

試験を次のとおり行います。 

 

１．採用予定人員 

若干名 

 

２．採用予定日 

平成３０年４月１日 

 

３．経営指導員研修生の定義 

   県内の商工会又は群馬県商工会連合会で原則として２年間良好な成績で勤務し

た後に、経営指導員として従事する者。 

経営指導員は、地区内における小規模事業者の経営及び技術の改善発達を図る

ため、税務・金融・労務・記帳・経営全般、補助金申請など、事業者へ伴走型支援

を行います。 

また、地域経済発展の為の計画を策定し実行すると共に、地域産業の振興に必要

なイベント業務等も行います。 

 

４．受験資格 

 次の当該事項を満たす者 

（１）昭和６２年４月２日以後に生まれた方で次に該当する者 

  ① 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学の卒業者（来春卒業見込者 

を含む。）学部は問いません。 

  ② 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による短期大学もしくは、高等専門学 

校の卒業者で最近３年のうち１年以上の指導実務及び経営実務を有する者。 

  ③ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校の卒業者で、最近５年 

のうち３年以上の指導実務及び経営実務を有する者。 

     上記の指導実務及び経営実務の経験を有する者とはおおむね次のとおりです。 

（指導実務） 

   次に掲げる者であって商工鉱業の指導的な業務に従事していたと認められる者 

（ア）商工鉱業行政及び労働、税務等の部門の公務員であった者 

（イ）商工鉱業指導団体（例えば、中小企業団体中央会、商工会連合会、商工 

会、商工会議所、法人会、青色申告会等）の常勤役職員であった者 
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（ウ）商工鉱業関係の組合（例えば事業協同組合、商工組合等）の常勤役職員 

   であった者 

（エ）公認会計士又は税理士の補助者であった者 

（オ）親企業の役職員であって下請関係の業務を受け持っていた者 

（カ）高等学校と同等以上の学校で、経営、簿記等を担当する教師であった者 

（経営実務） 

（ア）企業又は特別の法律により設立される法人（以下「企業等」という。） 

の経営者、常勤の役員であった者 

（イ）企業等の総務、企画、経理、営業等の部門を専門的に担当していた常勤 

   の職員であって、相当の責任ある地位にあった者 

 

（２）次のいずれかに該当しない者 

①成年被後見人及び被保佐人 

②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終る日まで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

③本試験を受ける以前に懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

ない者 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴 

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者 

⑤反社会的勢力と関係のある者 

 

５．試験の方法 

  試験は第２次試験までとし、第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。 

（１）第１次試験 

  ① 職場適応性検査 

職務への対応や対人関係に関する性格面からみる適応性検査 

  ② 教養試験（大学卒業程度） 

     社会、人文及び自然に関する一般的知能並びに文章理解、判断推理、数的推

理及び資料解釈に関する一般知能 

  ③ 小論文 

     当日提示されるテーマについて論述 

  ④ 専門的知識 

     経営・マーケティング、中小企業問題・政策、簿記・会計、税制、金融、 

法律・制度、情報化に関する知識 

（２）第２次試験 

     面接、グループディスカッション等による人物に関する試験 
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６．試験日、場所、合格発表日、試験日程等 

区分 試験日 場所 合格発表日 

第１次試験 

平成３０年 

１月１４日（日） 

群馬県商工連会館 

住所：前橋市関根町 3-8-1 

電話：027-231-9779 

平成３０年 

２月１日（木） 

第２次試験 

平成３０年 

２月９日（金） 

群馬県商工連会館 

住所：前橋市関根町 3-8-1 

電話：027-231-9779 

平成３０年 

２月１３日（火） 

 

（１）第１次試験の日程 

    受 付       ８：３０～ ８：５０ 

① 職場適応性検査 － ９：００～ ９：２０ 

② 教養試験    － ９：３０～１１：３０ 

③ 小論文     －１２：４０～１３：４０ 

④ 専門的知識   －１３：５０～１５：１０ 

（２）第２次試験の案内は、第１次試験の合格者に対してお知らせします。 

（３）合格発表の方法は、第１次試験、第２次試験共、発表当日に次のとおりとします。 

①群馬県商工会連合会のホームページに受験番号を掲載 

②受験者全員に書面で通知 

 

７．申込手続、受付期間 

（１）申込手続 

① 次の履歴書及び郵便ハガキを封入し、封筒の表面に「経営指導員研修生採用資

格試験」と朱書して群馬県商工会連合会職員課宛て送付してください。 

（ア）市販の履歴書（１部） 

・ＪＩＳ規格に適合した履歴書（必ずＡ３サイズ）に必要事項を記入し、写真

を貼付したもの。（写真は３ケ月以内に帽子をつけずに撮影したもの） 

（イ）郵便ハガキ（１部） 

・表面に申込者の郵便番号、住所、氏名を記載済みのもの 

・裏面は未記入のもの 

・切手が貼付されているもの。 

② 本会で受付後、郵便ハガキの裏面に受験票を印刷して返送します。受験票に必 

要事項を記入、写真貼付の上、試験当日に持参して下さい。試験当日に受験票が 

無い方は受験できません。 

③ ファックス、電子メールによる申込は受け付けません。また、申込書類は返却 

しませんが、所定の手続き終了後、本会で責任をもって破棄いたします。 
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※個人情報の取扱について 

本会は受験申込に関する個人情報を採用選考の目的に限り取得・利用し、個人情

報保護法に基づいた取り扱いをいたします。 

 

（２）書類送付・届先 

   群馬県商工会連合会 人事管理委員会 担当 職員課   

〒３７１-００４７  前橋市関根町三丁目８番地の１ 

 

（３）受付期間 

   平成２９年１２月１日（金）から１２月２８日（木）（必着） 

 

８．合格から採用までの経路 

（１）合格者は、採用候補者名簿に登録され、その中から採用者が決定されます。但し、

採用候補者名簿に登録された者がすべて採用されるとは限りません。 

（２）採用候補者名簿の有効期間は合格日から１年間です。 

 

９．給与及び勤務条件 

（１）給与 

 大学卒初任給：１８３，３００円 

※大学院卒業者、既卒者等で民間企業の勤務経験者は一定基準により増額されます。 

（２）諸手当 

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当（年２回）、資格手当等 

（３）昇給 

   年１回（４月） 

（４）勤務時間 

８：３０～１７：１５ 

（５）休日休暇 

週休２日制（土曜日、日曜日）、祝日、年末・年始、有給休暇（最大２０日）、結

婚、出産、育児、介護、特別休暇（慶弔・夏期等） 

（６）採用後の配属について 

    県内いずれかの商工会、または商工会連合会に配属されます。（原則として通勤

時間は１時間程度以内ですが、例外もあります。） 

配属先商工会が決定するのは平成３０年３月中旬頃になります。 

（７）勤務条件 

   商工会・商工会連合会の統一給与規程、服務規程等によります。採用された場合

は、群馬県商工会連合会の職員として配属先商工会へ出向することとなり、一定期

間勤務後に人事異動があります。 
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（８）教育制度 

    新任職員研修会、基礎能力向上研修会、職種別研修会など 

 

10．最近の採用実績（出身学校） 

   高崎経済大学、群馬大学、千葉大学、埼玉大学、新潟大学、法政大学、中央大学、

青山学院大学、明治学院大学、立命館大学、東京理科大学、成蹊大学、東洋大学、

神奈川大学、帝京大学、大東文化大学、拓殖大学、白鷗大学、千葉商科大学、 

立正大学、大正大学、上武大学他 

 

11．その他 

   この試験についての問合せは、下記にご連絡下さい。 

群馬県商工会連合会 職員課 湯本・白石まで 

〒371-0047 前橋市関根町三丁目８番地の１ 電話０２７－２３１－９７７９ 

ＵＲＬ http://www.gcis.or.jp   Ｅ-mail kenren@gcis.or.jp 

 

mailto:kenren@gcis.or.jp

